
御坊市オープンデータ利用規約 

 

御坊市オープンデータ利用規約（以下「本規約」という。）は、御坊市公式ホ

ームページにオープンデータとして公開しているデータ（以下「データ」とい

う。）の利用について定めたものです。  

 

１ 利用にあたって  

（１）データの利用をもって本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。 

（２）本規約に従って、自由に利用（複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等）

可能です。 

（３）本規約の内容は予告なしに変更する場合がありますので、データの利用に

あたっては本規約の最新の内容を確認してください。  

 

２ 出典の記載について  

（１） 御坊市（以下「市」という。）が著作権を有するデータ（以下「著作物」

という。）の利用については、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表

示4.0国際（以下「ライセンス」という。）によるものとします。 

（２）データを利用する際には、出典を記載してください。（【】内の部分は利

用者において記載してください。） 

ア 著作物を改変せずにそのまま複製して利用されるときは、次のクレジット

を記載してください。 

＜記載例＞  

【著作物のタイトル】、御坊市・【その他の著作権者】、クリエイティブ・コ

モンズ・ライセンス表示4.0国際

（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja）  

イ 著作物を改変して利用されるときは、編集・加工等を行ったことも記載し

てください。また、編集・加工等を行ったデータをあたかも市が作成したか

のような態様で公表・利用することを禁止します。 

＜編集・加工等して利用する場合の記載例＞  

この【作品・アプリ・データベース等】は以下の著作物を改変して利用してい

ます。  

【著作物のタイトル】、御坊市・【その他の著作権者】、クリエイティブ・コ

モンズ・ライセンス表示4.0国際 

（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja）  

なお、ライセンスのURLは文字で記載するのではなく「クリエイティブ・コ



モンズ・ライセンス表示4.0国際」の文字部分などにリンクを張る方法で提供

することも可能です。 

 

３ 著作権等について  

（１）データおよびその内容に関する諸権利は、原則として市に帰属します。 

（２）データの中には、第三者（市以外の者をいいます。以下同じ。）が著作権

その他の権利を有している場合があります。  

（３）第三者が著作権を有しているデータや、第三者が著作権以外の権利（例：

写真における肖像権、パブリシティ権等）を有しているデータについては、

権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該

第三者から利用の許諾を得てください。   

（４）データの中の第三者が権利を有している部分について、明確に特定・明示

等を行っていないものもありますので、利用する場合は利用者の責任におい

て確認してください。 

 

４ 免責事項  

（１）市は、データの内容について、完全性、正確性、有用性等の保証を行わな

いものとします。 

（２）データを利用したことによりいかなる結果が生じても、市は一切の責任を

負いません。 

（３）利用者の本規約違反または利用者による第三者の権利侵害に関連して生じ

たすべての苦情や請求については、利用者自身の責任と負担で解決するもの

とし、市は一切の責任を負いません。 

（４）前号に関連して、市に費用負担（賠償金の支払いを含む。）が生じた場合

は、利用者が当該費用を弁償するものとします。 

（５）データは、公開時点におけるものであり、すべてのデータについて事前に

予告することなく名称、内容等の改変や削除を行うことがあります。 

 

５ 他のサイトの利用規約との関係について  

データが、御坊市公式ホームページ以外のサイトにおいても公開されている場

合において、他のサイトの利用規約（法令に定める利用条件とは別に、当該サイ

トにおいて独自に設けられた利用条件をいいます。）と本規約の規定が異なると

きは、本規約が優先するものとします。  

 

６ 準拠法と合意管轄について  

本規約は、法令に基づいて解釈または適用されるものとします。本規約による



データの利用および本規約に関する紛争については、市の所在地を管轄する地方

裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。 

 

７ 禁止している利用について  

データに関し、次のように利用することは禁止します。  

（１）法令、条例または公序良俗に反する利用  

（２）国家・国民の安全に脅威を与える利用  

 

８ その他  

本規約は、令和元年１１月１日から施行します。 

本改正規約は、令和２年２月２０日から施行します。 

 


